
ＩＳＯ３９００１と運輸安全マネジメント制度
の共通点と相違点
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１．運輸安全マネジメント制度とは

国土交通省ＨＰから抜粋
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鉄道モード 海運モード 航空モード
自動車モード

義務の程度
バス事業者 タクシー事業者 トラック事業者

鉄軌道事
業者等

海運事業
者等

航空輸送
事業者等

保有車両200両以上 保有車両300両以上 保有車両300両以上 安全管理規定
等義務付対象

安全管理
規定義務
付対象外
航空輸送
事業者

保有車両100～200
両

高速バス、高速ツ
アーバス

第一当事者の死亡
事故の惹起

第一当事者の死亡
事故の惹起

危険物の大量漏洩
事故の惹起

第一当事者の死亡
事故の惹起

安全管理規定
等義務付対象
外

保有車両100両未満 保有車両100～300
両
保有車両100両未満

保有車両100～300
両
保有車両100両未満

２．運輸安全マネジメント制度とＩＳＯ３９００１／対象組織

上記事業者以外に､以下の活動を通じて道路交通安全に影響を与える組織 任意

乗客・貨物輸送（営業者、白ﾅﾝﾊﾞｰ車）に関わる組織
ｅｘ．ﾊﾞｽ、ﾀｸｼｰ、ﾄﾗｯｸ事業者以外の自家用輸送や輸送を委託する組

織等
輸送ﾆｰｽﾞを生む施設の運営に関わる組織
ｅｘ．道路管理者、駐車場を持つｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ等
道路周辺での作業に関わる組織
ｅｘ．道路の清掃会社、通信事業者等
道路の設計・製造・運用・保守に関わる組織
ｅｘ．道路管理会社等
関連法規の制定・規制に関わる組織
ｅｘ．国、地方公共団体等
自動車・同部品の設計・製造・保守・検査に関わる組織
ｅｘ．自動車ﾒｰｶｰ、自動車部品ﾒｰｶｰ等
救急救命医療の準備に関わる組織
ｅｘ．消防署（救急車）､救急病院、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ等

運
輸
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
制
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９
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自動車ﾓｰﾄﾞ（道路交通）に対
象を限定
ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰな民間活動
事業用・自家用の区別無し
公的機関にも適用可能

緊急医療期間やﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
ｾﾝﾀｰにも適用可能

幅広く道路交通安全に影響を
与える組織全てに適用可能
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３．運輸安全マネジメント制度とＩＳＯ３９００１／要求事項

ＩＳＯ３９００１：２０１２／規格要求事項 運輸安全マネジメント／ガイドライン（２００６年施行）

4 組織の状況 4.1 組織及びその状況の理解
4.2 利害関係者のﾆｰｽﾞ
4.3 RTSﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの適用範囲の決定
4.4 RTSﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ

5 ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ 5.1 ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ及びｺﾐｯﾄﾒﾝﾄ
5.2 方針
5.3 組織の役割、責任及び権限

1 経営ﾄｯﾌﾟの責務
2 安全方針

6 計画立案 6.1 一般
6.2 ﾘｽｸ及び機会への取り組み
6.3 RTSﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾌｧｸﾀｰ
6.4 RTS目的及びそれを達成する為の計画策定

3 安全重点施策

7 ｻﾎﾟｰﾄ 7.1 連携
7.2 資源
7.3 力量
7.4 認識
7.5 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
7.6 文書化された情報

4 安全統括管理者の責務
5 要員の責任・権限
6 情報伝達及びｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの確保
10 安全管理体制の構築・改善に必要な教育訓練等
13 文書の作成及び管理
14 記録の作成及び維持

8 運用 8.1 運用の計画及び管理
8.2 緊急時の準備態勢及び対応

7 事故・ﾋﾔﾘﾊｯﾄ情報等の収集・活用
8 重大な事故等への対応
9 関係法令等の遵守の確保

9 ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ評価 9.1 監視、測定、分析、及び評価
9.2 道路交通事故及び他のｲﾝｼﾃﾞﾝﾄの調査
9.3 内部監査
9.4 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ

11 内部監査

10 改善 10.1 不適合及び是正処置
10.2 継続的改善

12 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾋﾞｭｰと継続的改善

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ評価がﾎﾟｲﾝﾄ ISO9001がﾍﾞｰｽ→適合性が主体
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４．運輸安全マネジメント制度とＩＳＯ３９００１／その他の相違点

特徴 ＩＳＯ３９００１ 運輸安全マネジメント

制度 審査登録制度
部門単位の認証が可能

運輸安全マネジメント評価制度
原則、全社単位で評価

認証の有無 希望による認証取得が可能 認証制度無し
関係事業法規に基づく行政行為

対象事業者 道路交通安全に関係する全産業 各事業法に基づく航空・鉄道・海事・
自動車の４モード

要求事項 規格による要求事項 ガイドライン及び法令に定める事項

審査対象 製造／サービス部門が主な審査対象 主として経営管理部門を対象に立ち
入り検査

強制力 任意の制度 法律を根拠にした義務の制度（一部
努力義務あり）

審査（評価）する
ＰＤＣＡ

道路交通安全に関する業務プロセス
全般のＰＤＣＡ

ガイドラインの１４項目を中心とした
ＰＤＣＡ
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2009年11月、世界で初めて「交通安全に関する世界閣僚会議」がモスクワで開催されました。この会議では、2011～2020
年を「交通安全のための行動の10年」とするよう国連総会に要請する「モスクワ宣言」が採択されました。
これを受け、2010年3月、国連総会において2011～2020年を「交通安全のための行動の10年」とすることが決議され、正式
に宣言されました。
また、これに呼応し、WHO（世界保健機関）も、2011年5月11日に世界的な取り組みを開始すると発表し、世界共通の活動
および各国の実情に応じた活動の指針を発表しました。
国連「交通安全のための行動の10年」は、2011～2020年の10年間に発生すると予測される全世界の交通事故死者、重傷
者のうち、死者500万人、重傷者5,000万人の削減を目的としています。

５．国連による道路交通死傷者事故削減計画（１）

（１）国連「交通安全のための行動の１０年」
＊2011～2020年の１０年間で、交通事故死者500万人､重傷者5000万人削減を目標
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６．国連による道路交通死傷者事故削減計画（２）

（２）「４つの核」で削減／ＩＳＯ３９００１が横串の役割
＊①安全な道路／輸送システム ②安全な自動車 ③安全な道路利用者 ④衝突事故後の対応

安全な道路
安全な輸送システム

危険箇所・ルートの
明確化

歩行者・自転車と分
離された道路の利用
公共交通の利用

代替手段による移動
の回避（テレビ会議
など）

適切な移動計画
（ルート・時刻）

安全な自動車

安全な自動車の利
用

安全装置装着の拡
大

３点式シートベルト
の装備

安全装置装備による
インセンティブ（保険
等）

不良自動車の輸出
禁止

映像機器の搭載禁
止

疲労検知装置の搭
載

安全な道路利用者

ドライバーのリスク要
因の自覚促進

企業間のリスク要因
共有

総合的訓練プログラ
ムの採用
正しい制限速度管理

飲酒運転の厳格な
禁止
シートベルトの着用
ヘルメットの着用

若年・未経験ドライ
バーへの対応

通勤のための自家
用車利用

衝突事故後の対応

応急処置キットの搭
載

リハビリテーションの
資金となる保険付保
インシデントの報告
重大事故の調査

適切なデータ収集に
よる事故予防

道路交通安全マネジメントシステム(ISO39001)が横串の役割

道路交通安全
マネジメントシステム

経営トップによるコ
ミットメント
全従業員の参画

安全統括管理者の
任命

安全を事業計画の
中へ統合
長期目標の設定

交通安全事例の分
析と恩恵の実証

道路交通安全企業
風土の醸成

ＩＳＯ３９００１道路交
通安全マネジメント
システムの活用
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